卸売業者の取引結果等の報告に関する要領

　卸売業者の取引結果等の報告については、大阪市中央卸売市場業務条例（以下「条例」という。）第45条第１項から第５項及び同施行規則（以下「規則」という。）第33条から第35条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

（卸売予定数量の報告手続き）
第１条　条例第45条第１項の規定による報告は、市場長が指定する項目を、市場長の指定する方法により行う。
[bookmark: _GoBack]２　前項の方法により難い場合の報告は、FAX、電子メールその他の通信手段により行うことができる。

（売上報告書の様式）
第２条　規則第33条第２項第１号の規定により、毎開場日の取引結果の報告を売上報告書の提出により行う場合の標準様式を示すと、別記様式第１のとおりである。
２　売上報告書を提出した卸売業者が売上報告書の記載内容を訂正したときは、訂正後の記載内容を市長に報告しなければならない。

（販売原票のデータの送信）
第３条　規則第33条第２項第２号の規定により、毎開場日の取引結果の報告を販売原票のデータの送信により行う卸売業者は、市場長が指定する項目を、市場長の指定する方法により市長に送信しなければならない。
２　前項の卸売業者が販売原票の記載内容を訂正したときは、販売原票データ訂正届出書を市長に提出しなければならない。なお、販売原票データ訂正届出書の標準様式を示すと、別記様式第２のとおりである。

（月間売上報告書の様式等）
第４条　規則第33条第３項の月間売上報告書の標準様式を示すと、別記様式第３のとおりである。
２　前項の月間売上報告書には、品目ごとの産地、数量及び卸売金額を記載した書類並びに前月分の仲卸業者ごとの卸売金額を記載した書類を添付するものとする。
３　前項の品目ごとの数量及び卸売金額を記載した書類の標準様式を示すと、別記様式第４のとおりであり、前項の前月分の仲卸業者ごとの卸売金額を記載した書類の標準様式を示すと、別記様式第５のとおりである。

（仲卸業者又は売買参加者以外の者への卸売（第三者販売）の報告手続き）
第５条　規則第34条第１項に規定する報告は、毎月10日までに前月分を、卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売報告書により行う。
２　前項の卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売報告書の標準様式を示すと、別記様式第６のとおりである。
３　第３条第１項の卸売業者が行う第１項の報告は、販売原票のデータ中の第三者販売に該当する取引部分にその旨を付記して行うことができる。

（市場に集荷しない卸売（商物分離取引）の報告手続き）
第６条　規則第35条第１項に規定する所定の様式による報告書は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第２号による事業報告書中の第１業務の状況２卸売業務の状況(4)販売方法別取引の状況の表とする。

（場外保管場所にかかる報告様式）
第７条　規則第35条第２項の生鮮食料品等を市場外の施設に集荷して卸売した場合の当該施設の名称、所在地、種類及び規模の報告の標準様式を示すと、別記様式第７のとおりである。
２　前項の報告事項に変更が生じたとき又はその場外保管場所を必要としなくなったときは、変更報告書又は廃止報告書を市長に提出しなければならない。なお、変更報告書の標準様式を示すと、別記様式第８のとおりであり、廃止報告書の標準様式を示すと、別記様式第９のとおりである。

附　則
　この要領は、令和２年６月21日から実施する。

附　則
１　この要領は、令和３年４月１日から実施する。ただし、改正後の第５条第１項及び第２項並びに第７条の規定は、令和２年６月21日以降の報告について適用する。
２　この要領の実施の際、現に存する改正前の条例第37条第５項の届出に係る卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売届出書は、改正後の第５条第１項で定める卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売報告書として、当分の間、なおこれを使用することができる。
３　令和元年度分の事業報告書中の第１業務の状況６市場外指定保管場所の状況の表中開設区域内の欄による報告は、改正後の第７条第１項の規定による報告とみなす。

附　則
　この要領は、令和３年８月１日から実施する。

附　則
　この要領は、令和４年３月14日から実施する。


別記様式第１（Ａ４）
売上報告書
                                                 　　  年　　月　　日
　大阪市長　様
                                  　大阪市中央卸売市場　　市場　　　部
                                    卸売業者の名称及び
                                    代表者の氏名

　大阪市中央卸売市場業務条例第45条第２項の規定により、次のとおり報告します。

[image: ]

別記様式第２（Ａ４）
	販　売　原　票　デ　ー　タ　訂　正　届　出　書
                                                   　　　年　　月　　日
 　大阪市長  様
                                    　 卸売業者の名称及び
                                       代表者の氏名　　　　　　　　　

    次のとおり販売原票を訂正しましたので、届け出ます。

  　　　年　月　日　販 売 分

	販売原票
番　　号
	記 載 事 項（上段は訂正前、下段は訂正後）
	訂　正　理　由

	
	品　名
	出荷者
	個数
	数量
	等級
	単価
	売渡先
	

	
	
	
	個
	kg
	
	円
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




別記様式第３（Ａ４）
	月間売上報告書（　　　年  月分）
                                             　　　　　　  年　　月　　日
　大阪市長　様
                                  　 　大阪市中央卸売市場　　　場　　　部
                                    　 卸売業者の名称及び
                                       代表者の氏名

　大阪市中央卸売市場業務条例第45条第３項の規定により次のとおり報告します。
１．生鮮食料品等の市況
(1) 市況の概要
	種　　　　　類
	市　　況　　の　　概　　要

	
	


(2) 主要品目の市況
	主　要　品　目
	市　　況　　の　　概　　要

	
	



２．取扱品目の部類別卸売実績
	種　　類
	数　　　　量　（ｋｇ）
	金　　　　　額　（円）

	
	受託販売
	買付販売
	計
	受託販売
（税込）
	買付販売
（税込）
	計
（税込）
	計
（税抜）

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　計
	
	
	
	
	
	
	


　


（記載上の注意）
  １　市況の概要の表の種類の欄には、野菜・果実・生鮮水産物・冷凍水産物・加工水産物・つけ物・乾物・その他の区分を記載し、市況の概要の欄にはその入荷数量及び卸売価格の月間推移の概要を記載すること
  ２　主要品目の市況の表の主要品目の欄には、野菜・果実・生鮮水産物・冷凍水産物・加工水産物・つけ物・乾物・その他の区分別にそれぞれの区分に属する品目のうち主要なものを掲げ、市況の概要の欄には、その市況を記載すること
  ３　取扱品目の部類別卸売実績の表の種類の欄には、野菜・果実・生鮮水産物・冷凍水産物・加工水産物・つけ物・乾物・その他の区分を記載し、乾物については農産加工品・水産加工品・その他の区分を記載すること
　４　取扱品目の部類別卸売実績の表には、その全量を記載すること

別記様式第４（Ａ４）


品目別産地別取扱高表（　　年　　月分）


	品目
	産地
	数量
	卸売金額（円）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	
	
	






別記様式第５（Ａ４）



仲卸業者への卸売金額一覧表（　　年　　月分）


	仲卸業者名
	卸売金額（円）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	合計
	




別記様式第６（Ａ４）

	
卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売報告書

                                                     　年　　月　　日
　大阪市長  様
　　　　　　　　 　  　  　　　　　大阪市中央卸売市場　　　場　　　部
                                 　卸売業者の名称及び
                                   代表者の氏名　　　　　　　　　

　大阪市中央卸売市場業務条例第45条第４項に基づき、次のとおり報告します。

	品　 目
	販売日
	卸売の相手方
	数　量
	卸売金額

	
	
	
	ｋg
	円

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








別記様式第７（Ａ４）

	市場外における生鮮食料品等の卸売に係る場所の報告書

                                               　　　  年　　月　　日
　大阪市長　様
                                 　大阪市中央卸売市場　　　場　　　部
                                   卸売業者の名称及び
                                   代表者の氏名

　大阪市中央卸売市場業務条例第45条第５項に基づき、次のとおり報告します。

	所在地
	　

	
	

	施設の名称
	　

	
	

	施設の種類
	　
（温度管理　有　・　無）

	
	

	施設の規模
	面積
	㎡　　　　　

	
	収容能力
	　

	生鮮食料品等の種類
	　

	
	

	
	





注　大阪市中央卸売市場事業の設置等に関する条例に規定する取扱品の供給対象区域内の施設のみ報告してください。
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別記様式第８（Ａ４）

	
市場外における生鮮食料品等の卸売に係る場所の変更報告書
　　年　　月　　日
　　大阪市長　様
大阪市中央卸売市場　　　　場　　　　　部

	　
	卸売業者の名称及び
代表者の氏名

	　　大阪市中央卸売市場業務条例第45条第５項に基づき、次のとおり報告します。

	
	
	変更後
	変更前
	

	　
	所在地
	　
	
	　

	
	施設の名称
	　
	
	

	
	施設の種類
	　
（温度管理　有　・　無）
	　
（温度管理　有　・　無）
	

	
	施設の規模
	面積
	㎡
	
	

	
	
	収容能力
	　
	
	

	


別記様式第９（Ａ４）

	市場外における生鮮食料品等の卸売に係る場所の廃止報告書
　　年　　月　　日
　大阪市長　様
大阪市中央卸売市場　　　　場　　　　　部

	　
	卸売業者の名称及び代表者の氏名

	　大阪市中央卸売市場業務条例第45条第５項に基づき、次のとおり廃止を報告します。

	　
	所在地
	　
	　

	
	
	
	

	
	施設の名称
	　
	

	
	
	
	

	
	施設の種類
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